
1 

 

社外秘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★対象：全雇用形態 

★この議案書は社外秘です。取り扱いには十分気を付けてください 
  
 

 

三越伊勢丹グループ労働組合 仙台三越支部 

2024 年 7-8 月メンバーズ VOICE 議案書（案） 
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三越伊勢丹グループ労働組合 基本理念 
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仙台三越支部 労働福祉ビジョン（労働条件ロードマップ） 

 

2028 年のあるべき姿：多様な働き方ができ、それを理解し合える仲間と共に自己実現に向かってチャレンジできる仙台三越 
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■仙台三越労働福祉ビジョンについて 

 昨今、私たちの商売の取り巻く環境は大きく変化しています。そのような中、労働組合は『企業の存続と雇用の確保』を 

大前提としながら、仙台三越で働く全員が同じ未来を描き成長・発展していくべく、『やりがい・安心感』を同時に描くこと 

ができるよう中長期的に企業風土や人に関わる諸制度の見直しを推進しています 

 三越伊勢丹グループ労働組合では、労働条件における中長的な視点を持ったビジョンを策定し、総合的な労働福祉 

(労働条件)の取り組みを、4 つの切り口である『①人事賃金制度②働き方③セーフティーネット④福利厚生』をそれ 

ぞれ推進することで、基本理念である『わたしたちの幸せを創造しつづけること』を目指しています 

 仙台三越支部においても、2023 年に策定した『2028 年のあるべき姿』と『労働条件ロードマップ』を推進し、計画的 

に労働条件を向上していく協議を進めることで、私たち一人ひとりが『やりがい・安心感』を今と未来で描き、実感できる 

状態を実現します 

 

 

 

 
 
 
 
 

三越伊勢丹グループ労働組合基本理念 
【目的】 

わたしたちの幸せを創造し続けること 

労働福祉ビジョン 
（５年間の中期計画） 

運動方針 
（２年間） 

労使通年協議 
（１年間） 
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Ⅰ．仙台三越を取り巻く環境 

 【報告事項】 
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1．三越伊勢丹グループを取り巻く環境 〔報告事項〕 

 

■三越伊勢丹グループの業績動向 

1) 三越伊勢丹 HDS 2023 年度業績結果、2024 年度通期予測 

単位：億円 
2023 年度業績結果 2024 年度通期予測 

実績 前年差 前年比 予測 前年差 前年比 

売上高 12,246 1,361 112.5％ 12,800 553 104.5% 

売上総利益 3,189 323 111.3％ 3,340 150 104.7% 

販売管理費 2,645 76 103.0％ 2,700 54 102.1% 

営業利益 543 247 183.6% 640 96 117.7% 

2) 国内百貨店地域事業会社 2023 年度業績結果、2024 年度通期予測 
 2023 年度業績結果 2024 年度通期予測  

 

 

 

 

※左記の通期予測は三越伊勢丹

HDS の IR 情報であり投資家向け

の実数の為、社内で発信している予

算と乖離がある 

単位：百万円 
売上高 営業利益 売上高 営業利益 

実績 前年差 実績 前年差 予測 前年差 予測 前年差 

㈱札幌丸井三越 60,569 19,786 377 1,371 61,000 430 555 177 

㈱函館丸井今井 6,139 103 76 46 6,133 △6 74 △2 

㈱仙台三越 27,627 589 14 233 28,000 372 161 146 

㈱名古屋三越 61,653 4,001 597 870 62,000 346 1,240 642 

㈱静岡伊勢丹 15690 △472 125 83 16,100 409 265 139 

㈱新潟三越伊勢丹 35,939 329 812 207 37,500 1,560 1,000 187 

㈱広島三越 11,023 △356 △449 204 10,100 △923 10 459 

㈱高松三越 22,386 745 364 155 23,400 1,013 327 △37 

㈱松山三越 4,981 △221 △343 128 5,220 238 10 353 

㈱岩田屋三越 124,516 14,880 5,021 2,313 130,000 5,483 5,200 178 

3) 国内百貨店地域事業会社 2024 年度第 1 四半期業績結果 

単位：百万円 
売上高 

単位：百万円 
売上高 

実績 前年比 実績 前年比 

㈱札幌丸井三越 14,189 104.5% ㈱新潟三越伊勢丹 8,100 96.8% 

㈱函館丸井今井 1,410 103.3% ㈱広島三越 2,277 87.5% 

㈱仙台三越 6,524 95.2% ㈱高松三越 5,356 106.9% 

㈱名古屋三越 15,211 104.8% ㈱松山三越 1,083 92.5% 

㈱静岡伊勢丹 3,627 95.0% ㈱岩田屋三越 33,167 122.0% 

⚫ 2023 年度グループ全体の実績は、売上高・営業利益ともに増収増益の結果。営業利益は当初計画の 500 億円を大幅に上回る 543 億円を達成。大幅

な増収増益の要因は、“高感度上質”戦略、“個客とつながる CRM 戦略”、百貨店の科学による販売管理費のコントロールが奏功した結果である 

⚫ 2024 年度は、”館”業から個客業への変革に向けて各々の重点戦略を着実に推進させインバウンドの好調も見込み、さらには、百貨店の科学による着実な

経費コントロールを全社レベルで推進していく。通期計画の目標は、グループ全体で『総額売上高 1 兆 2,800 億・営業利益 640 億円』と過去最高益更新

を目指す 
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2．仙台三越を取り巻く環境 〔報告事項〕 
 

 
■仙台三越の業績動向 

1) 2023 年度業績結果、2024 年度通期予測 

単位：百万円・％ 
2023 年度計 2024 年度通期予算 

実績 予算比 前年比 予算 前年差 前年比 

売上高 27,627 100.4 102.2 27,800 172 100.6 

営業総利益 6,880 99.2 101.9 7,061 180 102.6 

販売管理費 6,869 99.3 98.5 6,900 30 100.4 

営業利益 14 ― ― 161 150 ― 

2) 2024 年度月別業績結果 ※営業利益は予算差で表記 

3) 2024 年度予算 

単位・百万 2024 年度予算 2023 年度実績 

売上高 27,800 27,623 

売上総利益 7,061 6,880 

販売管理費 6,900 6,870 

営業利益 161 14 

 
  

⚫ 2023 年度は、営業利益赤字からの早期脱却・黒字化に向けて、90 周年の各取り組みを推進しながら、『百貨店の科学』に則った組織運営・働き方改革を

おこない、売上高、営業利益ともに増収増益であり黒字化を達成 

⚫ 2024 年度第 1 四半期の実績は、売上高予算は未達ではあるものの、昨年から全員で取り組んでいる収支構造改革が着実に成果に結び付き、営業利益

はほぼ予算通りに推移しています 

⚫ 今年度は、各戦略に基づいたアクションプランの実行と収支構造改革の推進を継続しておこない、売上に左右されず安定的に収益が得られて恒常的な黒字

化を全員が『実感』できるお店づくりを継続しておこなっていく 

単位：百万円・％ 
2024 年 4 月 2024 年 5 月 2024 年 6 月 2024 年度第 1 四半期累計 

実績 予算比 実績 予算比 実績 予算比 実績 予算比 前年比 

売上高 1,885 89.1 1,969 94.1 2,356 98.3 6,210 94.0 95.1 

売上総利益 455 88.2 471 92.8 597 99.1 1,524 94.0 95.4 

販売管理費 522 92.5 502 92.0 544 97.8 1,568 94.0 94.1 

営業利益 △66 △47 △32 7 54 7 △44 △5 25 

参考資料：①三越伊勢丹 HDS「2024 年㈱三越伊勢丹ホールディングス 国内百貨店 

事業 売上確報」  ②MD 情報分析③株式会社仙台三越「2024 年度 

各月損益」および「営業概況」④株式会社仙台三越 Teams 
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■仙台三越の 2024 年度方針（経営資料一部抜粋） 

 仙台三越で働く全従業員が、『自身の業務が店舗・地域へ貢献している』、『上司から適正な評価を受けて処遇に反映されている』、『売上に左右されない恒常

的な黒字化ができている』、といった『実感の連鎖』を実現する 

 『実感の連鎖』を実現するために、『2024 年度仙台三越戦略 MAP』の各項目に取り組む。特に、働きがい・働きやすさを感じながら、前向きに業務に取組める

インフラの整備を強化し、各戦略の精度を高める 
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3．取り巻く環境を踏まえた IMGU 仙台三越支部の考え方 〔報告事項〕 

 

1) 2023 年度 ～現状への見つめと今後を見据えた協議を実施～ 

 2023 年度は、業績黒字の達成を目指しながら現状の組織運営や人事賃金制度、働き方の課題解決に加え、仙台三越と私たち一人ひとりが成長・発展して

いくために将来を見据えた議論を推進してきました 

 例えば、IMGU の考え方に則り、過去最高水準のベースアップを実現したことや、一部雇用形態の人事賃金制度の改訂、生産性高く効率的な新たな働き方

（フレックスタイム制勤務）へのトライ、時間単位有給休暇の制度導入、労働福祉ビジョンの策定などをおこないました 

 協議項目の中には制度改定には至らなかったものもありますが、前提となる課題や方向性を労使で正しく認識し、今後協議を推進する土台をつくることができま

した 

 

2) 2024 年度 ～労働福祉ビジョンの実現に向けた労使協議を推進~ 

 今年度は、昨年策定した中長期的なビジョン（あるべき姿）を実現すべく計画的に労働条件を向上させていく実行初年度です 

 労働組合としては、『人事賃金制度、働き方、セーフティーネット、福利厚生』の 4 つの切り口におけるあるべき姿の実現に向けて、会社と協議をおこないます 

 協議をおこなう上では、変化が激しい外部環境の情報をキャッチしながら、仙台三越の経営状況も正しく捉えて、私たちの労働条件を向上していく協議をおこな

うことが重要であると考えます 

＜仙台三越の 2028 年のあるべき姿（労働組合案）＞ 

多様な働き方ができ、それを理解し合える仲間と共に自己実現に向かってチャレンジできる仙台三越 

 

3) 仙台三越と私たちの成長・発展に向けて 

 昨年仙台三越は 90 周年を迎え、企業として掲げた戦略を私たち全員で実行したことで、4 期連続の赤字から脱却し黒字化を実現しました 

 皆さん一人ひとりが会社戦略・アクションプランを遂行することは、皆さん自身の成長につながるのはもちろん、仙台三越を成長させその先の未来へとつながります 

 恒常的に利益を生み出せる企業体制を構築するには、私たちのさらなる働き方の改革・マインドチェンジが必要不可欠です。労働組合としては、皆さんとの対話

を通して声を吸い上げ、私たちの働く環境を注視し、『やりがい・働きがいの維持向上』『働きやすく安心・安全な職場環境の構築』の実現を目指します 

 一人ひとりが業務を通して、企業業績と労働条件をともに向上させ、皆さん一丸となって 100 周年に向けて各取り組みを実行していく年度としましょう 
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Ⅱ. 2024 年度 労使通年協議の取り組み 

【報告事項】 
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これまでの労使通年協議の取り組み 〔報告事項〕 

 昨年度の労使通年協議は、私たちの『安心・安全』『中長期的なキャリア形成』『やりがい・働きがいの維持向上』といったこれまでの目的に加え、仙台三越が成長・発展していくために、現状の課

題と将来を見据えた人事賃金の再構築を目指し協議を推進してきました。協議では、私たちの働き方の変化や企業業績を考慮した上で、各項目の優先順位と制度導入のスケジュールを見直し

成案化しています 

 2024 年度は、昨年度整理した課題や取り組むべき項目について、人事制度の再構築を目指し労使通年協議を推進します 

 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

全雇用 

形態共通 

 

 

・半日有給休暇制度 

・子の看護・家族の介護休暇制度  

 

・更衣時間の労働時間化 

・育児・介護休暇制度改定 

・新たな短時間勤務制度導入 

・配偶者転勤休職制度導入 

・要保護勤務 C 制度改定 

・介護・介護準備勤務制度改定 

 

 

・時間単位有給休暇制度の導入 

・遅刻・早退・外出の賃金控除ルールの変更 

・労働福祉ビジョン策定 

社員 

  
 
・新たな賞与制度を導入 

・社員ステージ A 人事賃金制度改定 

・グループ内キャリア支援制度改定 

・在宅勤務制度導入 

 
 
・社員ステージ A・B 評価フォーマットの改定 

・社員ステージ C 人事賃金制度改定 

・グループ共通ベースアップ算出式改定 

・賞与評価計数ウェイト改定 

・カムバック再雇用制度導入 

・社員ステージ C 評価フォーマットの改訂 

・社員ステージ B フレックス勤務運用スタートにおける

整備 

・ライフイベント再雇用制度の拡充 

メイト社員 

 

 

 
 
・新たな賞与制度を導入 

・グループ内キャリア支援制度導入 

 
 
・最低賃金（基本給表）改定 

・グループ共通ベースアップ算出式改定 

・賞与評価計数ウェイト改定 

・職種名称改定 

・期待役割改定 

・カムバック再雇用制度導入 

・人事賃金制度の見直しの検討 

（昇給表の見直し、その他継続協議） 

・雇用形態の呼称の見直し 

・ライフイベント再雇用制度の拡充 

エルダースタッ

フ 

 ・新たな賞与制度を導入 

・グループ内キャリア支援制度導入 

・有給休暇付与日数改定 

・契約時間、休憩時間改定 

・傷病休職期間改定 

・休職手当導入 

・ストック有給休暇制度導入 

・傷病調整手当金導入 

・賞与評価計数ウェイト改定 

・自己申告制度導入 

 

・雇用形態の呼称の見直し 

・人事賃金制度の見直しの検討（継続協議） 

■ベースアップ 

月給 1,000 円 時給５円 

■ベースアップ算出式 2020～23 

 

■ベースアップ算出式 2020～23 

 

■ベースアップ 

月給 2,000 円 時給 10 円 

■ベースアップ 

月給 4,000 円 時給 20 円 
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 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

フェロー社員 

・採用賃金改定 ・グループ内キャリア支援制度導入 

・有給休暇付与日数改定 

・契約時間、休憩時間改定 

・契約時間、休憩時間改定 

・自己申告制度導入 

・ライフイベント再雇用制度改定(フェロースタッフ無

期） 

・ストック有給休暇制度改定(フェロースタッフ無期) 

 

・雇用形態の呼称の見直し 

・ライフイベント再雇用制度の拡充 

エルダーフェロ

ー 

 ・有給休暇付与日数改定 

・グループ内キャリア支援制度導入 

・契約時間、休憩時間改定 

・傷病休職期間改定 

・休職手当導入 

・ストック有給休暇制度導入 

・傷病調整手当金導入 

・自己申告制度導入 ・雇用形態の呼称の見直し 

スペシャリティ 

スタッフ 

 ・グループ内キャリア支援制度導入 

・有給休暇付与日数改定 

・契約時間、休憩時間改定 

・自己申告制度導入 

・ライフイベント再雇用制度改定(プロスタッフ無期) 

・ストック有給休暇制度改定(プロスタッフ無期) 

・雇用形態の呼称の見直し 

エルダースペ

シャリティスタ

ッフ 

 ・グループ内キャリア支援制度導入 

・有給休暇付与日数改定 

・契約時間、休憩時間改定 

・傷病休職期間改定 

・休職手当導入 

・ストック有給休暇制度導入 

・傷病調整手当金導入 

・自己申告制度の導入 ・雇用形態の呼称の見直し 
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2024 年度 労使通年協議取り組み項目 
  
 

雇用形態 項目 内容 スケジュール ページ 

メイト社員 人事賃金制度の見直し 
 賃金制度設計の整備 
 扶養家族手当の導入 

2025 年 4 月 15-17 

エルダースタッフ 人事賃金制度の見直し  賃金制度の見直しの検討 通年 18-19 

社員(ステージ C-t） 採用賃金の見直し  採用賃金の見直し 2025 年 4 月 20 

全雇用形態 人事賃金制度の見直し 

 キャリア形成の在り方の再整備 
通年 

（一部 2025 年 4 月） 
21 

 セーフティーネットの観点を踏まえた制度の整理 
通年 

（一部 2025 年 4 月） 
22 

全雇用形態 働く環境の整備 

 適正な労働時間管理の推進 通年 

23-25 

 風土改革について 通年 
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1. メイト社員 人事賃金制度の見直し 〔報告事項〕 

 

対象雇用形態 メイト社員 

目的と内容 

 2023 年度は労使で人事賃金制度上の課題と改定の方向性の確認をおこなってきました 

 目的は、現行制度における課題解決を前提に、“メイト社員の中でも目指すものがある”、“社員転換へのキャリアを前向きに描ける”、“腹落ちし納

得できる評価”の実現を目指し、安心感と高いモチベーションの醸成が実現できる賃金制度への見直しを労使で協議します 

スケジュール 2025 年 4 月（制度改定） 

 

1) 目指す姿 

現行制度における課題を解消し、安心感と高いモチベーションの醸成が実現できる賃金制度 
“メイト社員の中でも目指すものがある” “社員転換へのキャリアを前向きに描ける” “腹落ちし納得できる評価” 

 

2) 現行制度上の課題と制度設計の方向性 

課題 方向性 

① メイト社員の SPM・チーフ職任命を廃止したことにより、メイト社

員という雇用形態の中で次のステップを目指すものがない 
■中長期的視点を踏まえて、社員人事賃金制度との整合性を図った本給体系の見直し 

 社員本給体系を踏まえ、『資格給・役割給・個人成果給』への見直しの検討 

（個人成果給の『グレード複数設定や進級ルールの策定』などを検討） 

 社員転換の在り方と本給移行方法の検討 

 グループ共通評価フォーマット導入の検討 

② 社員登用時に本給水準が変わらない（社員賃金制度との整

合性） 

③ 評価について、評価結果の根拠・納得性が得られにくいことや、

個人ごと目標の設定にバラつきが生じることがある 

④ 最低賃金水準への見つめ 

■グループ業界比較した際の処遇への見つめ 

 最低賃金水準の在り方 

 賞与水準の在り方 

⑤ 扶養家族手当未導入のため、均衡均等待遇という観点におい 

て、担保されていない 

■コンプライアンスの観点を踏まえた対応 

 扶養家族手当の導入（ステージ C 同様） 
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3) 制度設計の内容 

項目 協議ポイント 

中長期的視点を踏まえて、

社員人事賃金制度との整

合性を図った本給体系の見

直し 

 社員本給体系を踏まえ、資格を表す資格給と個人の積み上げを表す

個人成果給への本給の組み立てへの見直しを検討 

① 資格給 

メイト社員共通 

〇,〇〇〇円 

② 役割給 

 役割① 役割② 

水準 〇〇,〇〇〇円 〇〇,〇〇〇円 

担う役割 〇〇〇 〇〇〇 

② 個人成果給 

グレード 2  

   

  グレード 1 

    

   

   
 

 ステージ C との水準差を踏まえて水準を検討 

（ステージＣ資格給は 16,000 円） 

 社員登用時の昇給水準の在り方を検討 

 メイト社員の中でも目指すことができるものを設けて、これまで以

上に昇給の機会を創出すべく、グレードの複数設定を検討 

※グレードの数や昇給表、グレード進級条件など検討が必要 

 社員の賃金制度にある『役割給』については、メイト社員の直近

～今後の担う役割を踏まえて、設定の有無を検討 

 社員転換の在り方と本給移行方法の検討 

① 社員転換制度においては、現行制度の転換試験の内容や本給の移行方法の見直しなどを検討 

〔参考：現行の社員転換制度のフロー〕 

エントリーシート⇒一次審査（筆記試験・GD）⇒最終審査（役員面談）⇒登用者決定 

 グループ共通評価フォーマット導入の検討 

① 社員ステージ B・C 同様に、評価の納得性や根拠が明確なグループ共通の評価フォーマットの導入を検討 

グループ業界比較した際の

処遇への見つめ 

＜企業内最低賃金（グループ比較）＞ 

札幌三越 函館丸井今井 仙台三越 新潟三越伊勢丹 

168,000 168,000 168,000 172,000 

名古屋三越 静岡伊勢丹 松山三越 広島三越 

171,000 171,000 ― 171,000 

高松三越 岩田屋三越 三越伊勢丹  

168,000 189,000 174,000  
 

 

 

 グループ内や業界、世の中の処遇への在り方、社員との適正な

処遇差を踏まえ、最低賃金の在り方や処遇水準への見つめを

検討 
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項目 協議ポイント 

コンプライアンスの観点を 

踏まえた対応 

＜扶養家族手当の導入＞ 

項目 内容 

支給対象 社員ステージ C、メイト社員 

支給金額 扶養家族一人につき、9,500 円 

対象扶養家族 ① 満 18 歳に達する日以降の最初の 3 月 31(日)

までの間にある子 

② 重度障害（1・2 級）のある者 

③ 障害のある子 

上限人数 4 人 
 

 グループのガイドラインに則り、ステージ C 同様の扶養家族手当

の導入を検討 

 

 

参考）6 月実施『メイト社員テーマ別 VOICE で寄せられた声』※一部抜粋 

項目 声 

人事賃金制度について 

 賃金表について、基本的に基本給が下がることはなくその点は良いが、過去みたいに SSPM など担うことができずやる気がでない 

 社員試験が難しいと感じる 

 社員試験の審査基準がよくわからない 

 社員（ステージ C）に魅力を感じないため、登用したいという気持ちが前より薄れてきた 

 評価について、適正な評価がなされているのかわからない 

 セールスについては、コースに職務給が紐づいていて納得性に欠ける 

 店頭業務をおこなっている立場からすると、SPM や SSPM が運用していない今職務給は意味のないものと感じてしまう 

 現在の賃金制度はシンプルで分かりやすい 

 グループの他の店舗や藤崎と比較すると、自身の本給がどの程度なのか知りたい（賃金制度に違いがあるのかなども知りたい） 

働き方について 

 ステージ C と業務や責任の違いが不明確 

 年々業務の範囲が広がっているように感じる 

 メイト社員同士を比較しても、お買場や担当する業務によってパフォーマンス発揮に違いがあると思う 
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2. エルダースタッフ 人事賃金制度の見直し 〔報告事項〕 

 

対象雇用形態 エルダースタッフ 

目的と内容 

 5・10 年後を見据えると、仙台三越の従業員数に占めるエルダースタッフの要員構成が増加することが考えられます。また、2025 年から法改正され

る 65 歳までの雇用義務などの社会動向を踏まえても、これまで以上に企業としても検討をおこなう必要があります 

 2023 年度は上記の背景と現状のエルダースタッフの働き方や人事賃金制度の課題の解決を目的に、見直しを幅広く労使で協議をおこなってきま

した 

 今年度は、中長期的な会社戦略を踏まえたエルダースタッフの役割や制度改定の方向性、処遇水準の設定など、幅広く検討します。また、見直し

にあたっては、グループの方向性・法改正も踏まえて協議をおこないます 

スケジュール 通年 

1) 目指す姿 

2) 背景や課題 

 内容 

60 歳以上の従業員比率の増加 

 仙台三越における要員比率の変化（予測） 

 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 2029 年 2030 年 

60 歳以降比率 15.5% 17.1% 16.1% 18.5% 19.7% 21.3% 22.8% 
 

働き方における課題 
 同じエルダースタッフ間の業務内容や業務量、また現役時代からの業務内容の変化度合いにバラつきがあり不公平感がある 

 メイト社員と業務内容や責任、求められるスキルに明確な違いがない 

人事賃金制度上の課題 
 現役時からの処遇の大幅減少（月給・時給ともに一律設定である点） 

 昇給せず、設定した目標の達成は賞与への反映しかない 

3) 協議の方向性 

項目 内容 

①今後のエルダースタッフの主たる 

業務の在り方 

 現在は、『豊富な経験と知識を駆使して、成果を発揮する』という期待役割のもと、補助的な業務をおこなっているものの、今後の中長期

的な企業戦略を踏まえて、エルダースタッフの主たる業務や担う役割は何か、会社と確認・協議をおこなう 

 60 歳を迎えた従業員個々人が残りのキャリア選択ができるよう、人事制度設計上も選択ができるよう見直しの協議をおこなう 

※想定される業務や役割 

店頭業務の運営やサポート、教育 セールス業務（セールスの育成） マネジメントのアシスタント業務 

    

60 歳以降の従業員一人ひとりの豊富な経験と知識を活かすことができ、且つヒトの力を最大化できる組織運営の推進につながる人事賃金制度設計を実現 
“これまで培った経験と知識の継承” “適正な処遇水準設定” “個々人にキャリア選択の幅がある” 



19 

 

項目 内容 

②適正な処遇水準の設定 
 ①のエルダースタッフの業務や役割の在り方を前提に、その他の雇用形態の処遇やグループ各社、業界、競合の水準と比較しながら、適

正な処遇水準を検討 

 

参考）2023 年度の協議内容 

項目 現行 検討の方向性（案） 

期待役割 
本人が選択した職種において、豊富な経験と知

識を駆使して、成果を発揮する 
現行の期待役割に加えて、もう一段高い成果発揮を求める期待役割の新設を検討 

本給 
月給制：166,000 円 

時給制：935 円 
期待役割に違いを設けた場合、水準に違いを設けた処遇設定の検討 

職務 販売・後方スタッフ・セールス 期待役割に違いを設けた場合、担う職務を整理 

キャリア管理 
異動：無し 

出向：無し 
異動や出向の有無において、期待役割の設定に伴い違いを設けるか検討 

評価 

本給：評価反映による昇給は無し 

賞与：上・下期に評価反映の元それぞれ支給 

（現行年間 1.8 ヶ月） 

期待役割や担う職務の違いから、評価指標や支給ヶ月水準の在り方を検討 
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3. 採用賃金の見直しの検討 〔報告事項〕 

 

対象雇用形態 社員ステージ C-t 

目的と内容 

 仙台三越は 2021 年度から今日まで新規採用をおこなっていません 

 中長期的に安定して利益を生み出すためには、“人”の力が重要であり、将来を見据えた人財確保の早期の実行や、育成の在り方の見直しなどを

おこなうことは必要不可欠です 

 今年度は、採用競争力として劣らない採用賃金の見直しや、採用後の育成の在り方について協議をおこないます 

スケジュール 2025 年 4 月 

 

1) 目指す姿 

 

2) 協議の方向性 

 内容 

①採用賃金の見直し 
 今後の採用活動開始を見据え、現行の社員ステージ C-t（新卒採用）の採用賃金水準の見直しを検討 

 見直しにあたっては、グループ各社や競合企業・地域企業の採用賃金水準を踏まえて検討をおこなう 

②育成の在り方  社員ステージ C-t 期間中の育成の在り方やキャリアの歩みについて整理 

 

参考）社員ステージ C-t（新卒入社） 採用賃金の推移 

 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 

採用賃金 196,000 197,000 198,000 198,000 198,000 200,000 204,000 

採用数 1 4 4 ― ― ― ― 

※過去数年の採用賃金の上昇している推移は、ベースアップ対応分 

 

 

 

 

 

 

採用競争力は常に後れを取らず、将来を見据えた人財をコンスタントに確保できる基盤構築ができている状態 
“魅力のある採用賃金” “育成・キャリアの歩みが明確”  
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4. キャリア形成の在り方の再整備 〔報告事項〕 

 

対象雇用形態 全雇用形態 

目的と内容 

 三越伊勢丹グループや仙台三越をはじめ、私たちの働き方は大きく変化してきています 

 それらを踏まえて今年度は、私たちが納得して日々の業務をおこない今後のキャリアを描くことができ、人のちからを最大化し組織運営の推進につな

がるよう、キャリア形成やキャリア管理上の課題、中長期的な各雇用形態の役割の整理など、幅広く検討します 

 整理をおこなう上では、グループ各社の動向や方向性を踏まえて協議をおこないます 

スケジュール 通年（一部 2025 年 4 月） 

 

1) 目指す姿 

 

2) 協議の方向性 

雇用形態 内容 協議ポイント 

社員（ステージ B・C） 

＜ステージ B-1HAP の在り方＞ 

 受験資格や受験回数の在り方の検討 

 B-1HAP 1 年経過時判定の廃止の検討 

＜ステージ C の期待する役割＞ 

 評価権限に関する検討 

 B-1HAP の在り方については、ここ数年の昇格者数やグループ各社

の状況を踏まえて見直しを検討 

 B-1HAP 1 年経過時判定については、社内の面談のみで審査基準

が明確でなく、また、恣意的な審査になることも想定されるため、廃止

を検討 

 雇用形態間の担う役割のバランスや評価における納得性、マネジメン

ト面における育成の観点から、ステージ C の評価権限付与を検討 

メイト社員 
＜社員転換試験の在り方＞ 

 社員転換試験の審査基準 
※P.13『メイト社員 人事賃金制度の見直し』項目で取扱う 

エルダースタッフ ＜60 歳以降のキャリアの在り方＞ ※P.19『エルダースタッフ 人事賃金制度の見直し』項目で取扱う 

全雇用形態 

＜各雇用形態のあるべき姿・担う役割の整理＞ 

 今後の要員政策・戦略を踏まえた各雇用形態のあるべき姿・担う役

割を整理 

 近年の組織改正や要員数の変化を踏まえると、雇用形態間のバラン

スや同一労働同一賃金の観点から、雇用形態間の違いを明確化に

する必要性が高まっていることから、各雇用形態のあるべき姿・担う役

割の整理を検討 

 

 

現状～この先も、自分自身が今後のキャリアを描いて働きがいを感じながらパフォーマンスを発揮する 
“キャリアの歩みが明確（腹落ちできるキャリア形成の制度）” “各雇用形態の役割が明確である”  
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5. セーフティーネットの観点を踏まえた制度の整理 〔報告事項〕 

 

対象雇用形態 全雇用形態 

目的と内容 

 世の中の価値観が変化している中、仙台三越で働くうえで生活サポートの実感が得られるような制度の整備や、多様なバックボーンを持ちながら働く

全従業員が相互理解し合える環境の構築の必要性は高まっています 

 今年度は、従業員の多様な“個”が活躍し成長し続けられる環境を、セーフティーネットの整備を通して推進します。また、生活保障をサポートすると

いう観点においては、扶養者年齢別最低賃金の基準引上げや扶養家族手当の対象範囲拡充の実現に向けた協議をおこないます 

スケジュール 通年（一部 2025 年 4 月） 

 

1) 目指す姿 

 

2) 協議の方向性 

項目 内容 協議ポイント 

育児時短勤務者の働き方 

＜勤務シフトパターン＞ 

 基本シフトパターンをベースにしながら、家庭などの事情に応じてスライ

ド勤務ができる制度の見直しを検討（初商・棚卸時の働き方など） 

 フルタイム早番固定制度の検討 

 労働協約上の定めや育児・介護休業法、グループ労使協議の方向

性を踏まえながら、制度の見直しを検討 

 テーマ別 VOICE などを通じて対象者の声を吸い上げ、実態を正しく

確認することが必要 

手当や生活保障の在り方について 

＜扶養者年齢別最低賃金の基準引上げ＞ 

 現在仙台で運用している C 基準⇒B 基準への引上げを検討 

＜扶養家族手当の対象範囲拡大＞ 

 グループガイドラインに則り、メイト社員への導入を検討 

＜出張時の宿泊費の見直し＞ 

 運用面の見直し、もしくは宿泊費水準の見直しを検討 

 手当や保障の見直し、扶養家族手当の対象範囲拡大については、

企業業績へ与えるインパクトも正しく試算をおこなうことが必要 

 出張時の宿泊費については、グループとしての考え方を踏まえながら

見直しを検討 

現行制度の周知について 

＜各種社内制度の認知度を高める＞ 

 『育児サポート百科』、『介護疾病サポート百科』といった、社内制度

の周知活動を強化 

 社内 Teams の発信にとどまらず、仙台三越で勤務する全ての従業

員に幅広く情報が届くよう、様々なツールを駆使して周知をおこなうこ

とが必要 

 

 

 

仙台三越で多種多様なバックボーンを持ち働く従業員が、安心して働き続けることができ、生活サポートの実感が得られる 
“働き方に選択の幅がある” “現在に即して安心して働くことができる手当や生活保障の在り方” 
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6. 働く環境の整備（労使共同宣言の推進） 〔報告事項〕 

 

対象雇用形態 全雇用形態 

目的と内容 

 働く環境の整備をおこなう目的は、『1.適正な労働時間管理の推進』、『2.生産性高く効率的な働き方を実現』、『3.リフレッシュができ安心して働

くことができる職場環境の構築』、『4.多様性を受け入れ相互理解のある組織の実現』です 

 2023 年度は、長時間労働の是正や不適切な時間管理の実態確認をおこないながら、傾向の把握を労使でおこないました。また、新たな働き方

へのチャレンジとして『フレックス制勤務』の運用スタートに向けた協議も推進し、今年度より対象者を絞り運用をスタートしています 

 今年度は、労使で捉えている現場の実態・課題の解決に向けたアクションをおこない、より柔軟に且つ正しい時間管理を一人ひとりが実現できるよ

う、人事諸制度の整備を含め協議をおこないます 

スケジュール 通年 

■労使共同宣言 
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■2023 年度の取り組み 

項目 内容 

適正な労働時間管理 

 営業条件の一部変更・組織体制や働き方の変化を踏まえて、長時間労働者の実態や傾向を労使で確認 

 24 年 10 月から刷新される新勤怠システム導入に伴う、勤務シフトパターンの見直し 

 新たな働き方にチャレンジし、より柔軟に生産性高く効率的な働き方の実現を目的に、フレックスタイム制勤務の運用に向けた整備 

店舗環境の整備 
 新設された本館 3 階、定禅寺通り館 6 階の休憩所と無人コンビニの運用確認 

 制服私服化に伴う更衣室ロッカーの整備（三越雇用者、お取組先パートナースタッフ） 

ハラスメント撲滅 
 E ラーニング受講によるハラスメントに関する知識の教宣 

 労使共同宣言を元にしたポスターを活用した教宣 

 

■2023 年度実績 

① 時間外・時差時間 

1 人平均 2023 年度 2022 年度 前年差 

時間外 4:44 4:33 1:11 

時差時間 4:89 5:06 ▲0:17 

② ロング＆ショート乖離状況 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

乖離数 0 0 2 3 1 1 4 3 7 2 3 2 

③ 休日 PC 使用状況 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

人数 5 14 8 9 12 12 7 8 8 6 13 23 

④ 有給休暇取得状況 

雇用形態 取得率 雇用形態 取得率 雇用形態 取得率 

ステージ A 71% メイト社員 95% 
フェロー社員 

（エルダーフェロー） 
46% 

ステージ B 75% エルダースタッフ社員 108% 合計 83% 

ステージ C 92% 
スペシャリティスタッフ 

（エルダースペシャリティスタッフ） 
103%   

※有給休暇取得実績＝有給休暇取得日数÷付与日数（新有給休暇） 

※フェロースタッフは 10 月 11 日に付与されるため、2023 年 10 月 11 日～2024 年 3 月 10 日の実績を表示 

※合計は、フェロースタッフを除く取得率を記載 
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■2024 年度の取り組みの方向性 

雇用形態 内容 協議ポイント 

適正な労働時間管理の推進 

 全店における時間管理上の KPI 策定、定期的な時間管理の実態

確認、所属長を通じて不適切な時間管理者への個別改善対応

（業務改善の伴走依頼など）を労使で推進 

 柔軟で効率的な働き方の実現に向けて、フレックス勤務の対象者拡

大や勤務シフトパターンの在り方の検討 

 新勤怠システムの正しい運用の整備 

 時間管理実績のみに着目せず、働き方や組織運営上の課題の有

無の確認が必要 

 『ロング＆ショートの乖離』や『休日 PC 使用』については、賃金の不正

支給や会社の物品を許可なく使用するといった、コンプライアンス上の

観点からも正しい運用の徹底を強化する必要がある 

 有給休暇取得については、全館平均では高い取得実績であるもの

の、全従業員が取得目標 70％達成できるよう、働き方改善や意識

向上につながる教宣を実施 

 フレックス勤務については、4 月から運用している一部対象者の定性・

定量面から実態・課題を確認し、効果性のある雇用形態や所属へ

運用拡大を検討 

 24 年 10 月から始まる新勤怠システムの導入については、メンバーが

混乱せず正しい時間管理がおこなえるよう、教育の機会を設ける事

前の準備や運用後のフォロー体制の構築が必要 

店舗環境の整備  館内施設・外部利用施設の在り方の研究 

 私たちが安心安全に従事することができるよう、23 年度新設・改修を

した休憩所や更衣室ロッカーをはじめ、館内施設や外部利用施設の

在り方などを検討 

風土改革の推進 

 ハラスメントについて学び、意識することのできる環境構築や教宣活動

の実施 

 相談、通報窓口の明確化、労使実務担当者との連携強化 

 各種面談 100％実施、1on1 面談の推進 

 ハラスメントに関する知識・意識は個々人でバラつきがあることから、E

ラーニング受講率 100％に向けた進捗確認、進捗の追いかけの実施 

 面談 100％の実現に向け、実施状況の確認フローの構築や未実施

者への働きかけ、面談場所（心理的安全性が担保できる環境）の

整備などが必要 
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Ⅲ．その他 
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スケジュール 〔報告事項〕 
 

 今後は会社への要求に向け、以下のスケジュールにて進めて参ります 
日程 項目 内容 

7/25 支部執行委員会 限定メンバーズ VOICE 議案書（案）について、審議決定します 

7/30 支部評議員会 限定メンバーズ VOICE 議案書（案）について、審議決定します 

7/31~8/4 

限定メンバーズ VOICE 

(本館・定禅寺通り館勤務者・小型店・シェアード

サービス会社出向者) 

限定メンバーズ VOICE 議案書（案）について、共有・意見交換を行います 

 

お問い合わせ 〔報告事項〕 

 議案書の内容や日頃の組合活動について、ご意見・ご質問がございましたら Forms から送信していただくか、下記連絡先までご連絡ください 

 資料につきましては「社外秘」となりますので、取扱いには十分ご注意願います 

①労働組合 工藤 

 

 

内線：875-2673 

外線：022-261-3185 

メール：kudo_tsubasa@imgu.or.jp 

②三越伊勢丹グループ労働組合 HP 

 

 

 

 
 
 
 
 

～リンクはこちら～ 
☆ログイン方法 

ID：54 から始まる１０桁の社員コード 

PASS：生年月日 8 桁（例：20230101） 

③組合員いつでも・どこでも ご意見ご質問

forms 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

～リンクはこちら～ 

 

④IMGU 公式 LINE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.imgu.or.jp/member/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1A5QTWvWEECCM_UsRyY4KwAF5j97vPxCoEMNt_ssMHlURDJYNEI2OE5TRFlCSTJMSFBCS1YwUFVLNC4u
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